
 

日時：平成30(2018)年12月19日（水）午後１時～午後３時40分 

場所：市役所別館３階 第２会議室 

出席者：河合企画財政部長（委員長）、艮企画財政部次長（副委員長）、阪本企

画課長（委員）、山魅力発信課長（委員）、石丸危機管理課長（委員）、寺西子育

て支援課長（委員）、坂本企画課長補佐（IT推進G）（関係者） 

事務局：魅力発信課（藤田課長補佐、小林主任） 
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 定刻になりましたので、ただいまより、第３回門真市ホームペー

ジリニューアル事業者選定委員会を開会させて頂きます。 

本日はご多忙の中ご出席頂きありがとうございます。案件に入り

ます前に本日の資料について確認致します。 

 

まず、各座席に配付しております「次第」が１部、審査実施要領

が１部でございます。 

次に、一次審査の際に配付しております、参加事業者２者分の書

類一式（ファイル綴じされたもの）と、二次審査用の各採点表でご

ざいます。 

すべてお揃いでしょうか。 

 

では、議事に移らせていただきたいと存じます。本日は委員６

名がご出席されており、門真市ホームページリニューアル事業者選

定委員会設置要綱第５条第２項の規定により、会議が成立している

ことをご報告申し上げます。 

議事進行にあたりましては前回同様、河合委員長に議長をお願い

したいと思います。 

それでは河合委員長よろしくお願い致します。 

 

委員の皆さま、ご出席ありがとうございます。 

本日の第３回委員会では、二次審査として、企画提案書のアピー

ルポイントや表現しきれないイメージ等のプレゼンテーション審

査と、ＣＭＳの特徴的な機能のデモンストレーション審査を実施し

ます。それでは、審査の方法や流れ等について、事務局から説明し

て下さい。 

 

本日は、二次審査としてプレゼンテーション及びデモンストレー

ション審査を行います。 

委員の皆さんには、プレゼンテーションとデモンストレーション

を評価採点していただき、その平均点を各者の得点とします。 

二次審査の配点は、プレゼンテーション審査が 300点満点、デモ
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ンストレーション審査が 100点満点、合計で 400点満点となってい

ます。採点表の各項目につきましては、前回の一次審査と同様で、

非常に優れている場合はＡ、優れている場合はＢ、標準の場合はＣ、

劣っている場合はＤ、非常に劣っている場合はＥというように、採

点して下さい。 

採点表は、1 ページ目にプレゼンテーションの項目を、2 ページ

目にデモンストレーションの項目を記載しています。プレゼンテー

ションの一連の流れの中でデモンストレーションが行われる場合

もあります。デモンストレーションに関する内容については 2ペー

ジ目の方に採点して下さい。 

一次審査と二次審査の合計得点の高い順から、優先交渉権者、次

点交渉権者として決定します。一次審査と二次審査の合計が 600点

に満たない場合は優先交渉権者の対象外となります。 

なお、一次審査の得点としましては、㈱スマートバリューが 503

点、A事業者が 502点となっています。 

 次に、審査の順番について説明致します。審査実施要領により、

二次審査は企画提案書の提出順で実施することになっております

ので、1 番目は㈱スマートバリュー、2 番目は A 事業者となってい

ます。 

 また、審査の実施時間については、1者につきプレゼンテーショ

ンとデモンストレーションで 25分間、質疑応答で 20分間、合計で

45分間以内となっております。 

 採点表の記入時間につきましては、2者終了後に設けております。 

説明は以上となります。 

 

ただいまの説明について、質問はございませんか。 

（なし） 

それでは、㈱スマートバリューの審査から始めます。事務局お願

いします。 

 

（㈱スマートバリュー入室、プレゼンテーション及びデモンストレ

ーション） 

 

時間になりましたので、終了して下さい。続きまして、質疑応答

に入ります。委員は挙手の上、質問をして下さい。 

 

（質疑応答） 

 

時間になりましたので、質疑応答は以上とします。 

㈱スマートバリューの審査は以上となります。ご退室下さい。 

 

（㈱スマートバリュー退出） 
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続きまして、A事業者の審査を始めます。事務局お願いします。 

 

（A事業者入室、プレゼンテーション及びデモンストレーション） 

 

時間になりましたので、終了して下さい。続きまして、質疑応答

に入ります。委員は挙手の上、質問をして下さい。 

 

（質疑応答） 

 

時間になりましたので、質疑応答は以上とします。 

A事業者の審査は以上となります。ご退室下さい。 

 

（A事業者退出） 

 

 それでは、採点を始めて下さい。 

 

（各自採点表に記入） 

 

委員の皆さま、採点は終わりましたでしょうか。 

 それでは、事務局、採点表を回収して下さい。 

 集計が終わるまで休憩とし、委員の皆さんは自席待機をお願い致

します。事務局は集計が終了次第、委員の皆さんへ連絡をして下さ

い。 

 それでは休憩とします。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

 それでは、再開致します。事務局、集計結果を報告して下さい。 

 

はい。 

㈱スマートバリューの二次審査における得点は307点でございま

す。一次審査の得点503点と合わせまして、合計810点でございます。 

A事業者の二次審査における得点は307点でございます。一次審査

の得点502点と合わせまして、合計809点でございます。 

 両者ともに、優先交渉権者として選定できる600点以上であるこ

とをご報告致します。 

 

わかりました。それでは、優先交渉権者は㈱スマートバリュー、

次点交渉権者はA事業者に決定したいと思います。委員の皆さま、



 

 

 

 

 

 

ご異議はございませんか。 

（なし） 

本日の委員会は以上をもって閉会致します。ありがとうございま

した。 

 


